
　空は深く澄み渡り、さわやかな季節となりましたが、リバーキーパーズの皆様方におかれましては、ます

ますご健勝のこととお慶び申し上げます｡朝夕はめっきり冷え込んできており､風邪をひきやすい時期です。

体調には十分気をつけ、くれぐれもお身体をご自愛ください。

　今回は、「水難事故防止活動」と「リフレッシュ「香の川」パートナーシップ」についてお知らせします。

  土器川リバーキーパーズ通信は、皆様のご意見・ご質問に河川管理者としてお答えしていくものです。

土器川に関して、気になっていること、わからないことなど、どしどしご意見をお寄せください。

  ○水難事故防止訓練

　昨年の神戸市の急な増水による都賀川での水難事故

に代表されるように、全国の河川で 毎年２００名以上の

方々が水難事故で亡くなっています。

　こういった水難事故に対する取り組みとして､国土交通

省では水難事故を防止する講座を開催しました｡７月１０

日にはまんのう町立琴南小学校で出前講座を行い､先月

の９月１６日には丸亀市水防センターで指導者育成講座、

潮止堰上流で実技の演習を行いました。

　水難事故に関する基礎知識や、溺れた場合の対処法

などを、幅広い年代の方々が真剣に学ばれました。

　このような講義や 訓練をとおして、河川水難事故防止

の意識を高め、水難事故を未然に 防止できることを願

っています。

  ○「啓発看板」の設置

　今年の７月に、潮止堰左岸、祓川橋左岸などの

土器川周辺の全１８箇所で、急激な増水の危険性

を周知する「啓発看板」を設置しました。

　川遊びするときは､この看板の内容を思い出して

十分安全に気をつけましょう。
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7月10日　出前講座
まんのう町立琴南小学校

9月16日　指導者育成講座
丸亀市水防センター（実技：潮止堰上流）

啓発看板（水難事故防止）看板設置状況（祓川橋左岸）看板設置状況（潮止堰左岸）



  ○実施目的

　リフレッシュ「香の川」パートナーシップは､地域住民などの団体（パートナー）が自発的な意志のもと､土器

川の河口より１８．８５ｋｍの一定区間を、清掃等の美化活動や愛護活動等を実施し、また、国と市町はこれ

らの活動を支援し、国民と行政が協働して、河川の環境美化、保全等を図ることを目的としています。

　この目的のため、パートナーと国と市町が、平成１４年度より三者協定を締結して、官民団結しています。

  ○三者協定の締結

（※１）国からパートナーへの支援

　１．清掃用具の提供

　２．ボランティア保険への加入費用の負担

　３．リフレッシュ・サイン（活動看板）の設置

　４．その他活動に必要と認められる事項

（※２）市町からパートナーへの支援

　１．活動により回収された一般ゴミの処理

　２．その他活動に必要と認められる事項

（※３）活動申込み手続きと報告書事項等

　１．活動申込書の提出

　２．年間活動計画書、実施状況報告書、

 その他書類の提出

  ○活動状況写真

  ○資格及び役割

　パートナーは、土器川流域（丸亀市、まんのう町）に在住か、勤務されている方で、概ね２０名以上の団体

とします。パートナーは、年間３回以上の活動を行い､２年間以上継続することが原則とされています。安全

に十分配慮して活動し、ゴミの分別は活動場所の市町の方法に応じたものとします。

  ○申し込みについて

　香川河川国道事務所 工務第1課（TEL：087-844-4313）に連絡頂ければ､申し込み方法をお知らせします。
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リフレッシュ「香の川」パートナーシップ

皆さんもリフレッシュ「香の川」パートナーシップの活動をしてみませんか?

パートナー

国 市　町

土器川生物公園

祓川橋付近

高柳橋付近

三者協定締結

土器川リバーキーパーズに関するお問合せは

国土交通省四国地方整備局
香川河川国道事務所 http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/

〒761-0104 高松市高松町2422-1
TEL：087-844-4315(計画課直通）　FAX：087-843-2935

現在、15団体、約
1,200名もの方々が
土器川で活動して
頂いています。


